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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（抜粋） 

 

 

（製造の許可）  

第十七条 第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定

化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業

大臣に提出しなければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

二 事業所の所在地  

三 第一種特定化学物質の名称  

四 製造設備の構造及び能力  

３ 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大

臣に通知するものとする。  

 

第十八条 前条第一項の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製

造してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を製造する

ときは、この限りでない。 

 

（輸入の許可）  

第二十二条 第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許

可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を

輸入しようとするときは、この限りでない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業

大臣に提出しなければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

二 第一種特定化学物質の名称  

三 輸入数量  

３ 第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。 

 

（製品の輸入の制限）  

第二十四条 何人も、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されてい

るもの（以下「第一種特定化学物質使用製品」という。）を輸入してはならな

い。  

２ 前項の政令は、第一種特定化学物質ごとに、海外における当該第一種特定

化学物質の使用の事情等を考慮して定めるものとする。  

 

参考資料２ 



 
 

2 
 

（使用の制限）  

第二十五条 何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物

質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはな

らない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、こ

の限りでない。  

一 当該用途について他の物による代替が困難であること。  

二 当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種

特定化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境

動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないこと。 

 

（基準適合義務）  

第二十八条 許可製造業者は、その製造設備を第二十条第二号の厚生労働省令、

経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなけ

ればならない。  

２ 許可製造業者、業として第一種特定化学物質又は政令で定める製品で第一

種特定化学物質が使用されているもの（以下「第一種特定化学物質等」とい

う。）を使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者（以

下「第一種特定化学物質等取扱事業者」という。）は、第一種特定化学物質等

を取り扱う場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなけ

ればならない。 

 

（表示等）  

第二十九条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物

質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定

化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を

定め、これを告示するものとする。  

２ 第一種特定化学物質等取扱事業者は、第一種特定化学物質等を譲渡し、又

は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところ

により、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければなら

ない。 

 

（改善命令）  

第三十条 経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第二十条第二号の厚生

労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していない

と認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は

改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

２ 主務大臣は、第一種特定化学物質等取扱事業者が第二十八条第二項の主務
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省令で定める技術上の基準に従つて第一種特定化学物質等を取り扱つていな

いと認めるときは、当該第一種特定化学物質等取扱事業者に対し、第一種特

定化学物質等の取扱いの方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。  

３ 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第二項の規定に違反す

る第一種特定化学物質等取扱事業者があるときは、当該第一種特定化学物質

等取扱事業者に対し、同条第一項の規定により告示されたところに従つて表

示すべきことを命ずることができる。  

 

（帳簿）  

第三十一条 許可製造業者は、帳簿を備え、第一種特定化学物質の製造につい

て経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。  

２ 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければなら

ない。  

３ 前二項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、これらの規

定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。 

 

（第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令）  

第三十四条 主務大臣は、一の化学物質が第一種特定化学物質として指定され

た場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に

必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該化学物

質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入の事業を営んでい

た者に対し、その製造又は輸入に係る当該化学物質又は当該製品の回収を図

ることその他当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。  

２ 主務大臣は、一の製品が第一種特定化学物質使用製品として指定された場

合において、当該製品に使用されている第一種特定化学物質による環境の汚

染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度におい

て、その指定の際当該製品の輸入の事業を営んでいた者に対し、その輸入に

係る当該製品の回収を図ることその他当該製品に使用されている第一種特定

化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができる。  

３ 主務大臣は、次の各号に掲げる場合において、第一種特定化学物質による

環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限

度において、当該各号に定める者に対し、その製造、輸入若しくは使用に係

る第一種特定化学物質又はその輸入に係る第一種特定化学物質使用製品の回

収を図ることその他当該第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止
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するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

一 第十八条の規定に違反して第一種特定化学物質が製造された場合 当該

第一種特定化学物質を製造した者  

二 第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質が輸入された場

合 当該第一種特定化学物質を輸入した者  

三 第二十四条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質使用製品が輸入

された場合 当該第一種特定化学物質使用製品を輸入した者  

四 第二十五条の規定に違反して第一種特定化学物質が使用された場合 当

該第一種特定化学物質を使用した者 


